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研究成果の概要（和文）：高等学校は、選択的なカリキュラムが進行しているが、その前提として、そもそも青年が共
通に持つべき教養とそのカリキュラムはいかにあるべきなのか、この解明を目的とした。研究対象は、共通必修をコア
にした昭和26年の学習指導要領と、これを変更した昭和30年・35年改訂学習指導要領である。改訂によれば、共通教養
は共通必修の科目や普通科目の学習だけから得られるものではない。教材の種類によりも、それをどのように編成し、
どのように教えるかによる、という原則が決定された。以後、これが日本の高等学校教育課程の原則となった。学習指
導要領レベルでの固定的な理念と教育内容は決められなかった。

研究成果の概要（英文）：In the upper secondary school, a selective curriculum progresses. Contents of 
young person's common education are the fundamental matters. Moreover, how should we compose the 
curriculum of the upper secondary school? It is my aim to clarify these.　The study is an upper secondary 
school course of studies that makes a common requiring a core in 1951, and a course of studies in 
1955・1960 of the revision. The explanation of the revision: The humanities are not obtained from study 
of a common requiring and the General subject-areas alone. The formation of a common education was 
explained that the curriculum organization and the education method were more important than the kind of 
the teaching material. In short, this became the principle of the upper secondary school curriculum of 
Japan by the outline that the formation of a common education was possible by the curriculum that 
differentiated variously.

研究分野： 教育学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（1）戦後改革期の教育課程 
高等学校教育課程の確立過程において、ど

のような共通性（共通教養）と多様性（選択
的教養・専門）の育成が企図されていたのか、
その教育課程審議会の審議経過と研究開発
校の成果を分析することで明らかにする。戦
後改革では、高校 3 原則（総合制・小学区制・
男女共学制）の下に創設されたが、教育課程
の側面から見ると、①総合制、②大教科制、
③科目（自由）選択制、④単位制、⑤男女共
学制、そして⑥自治活動の奨励を原則（以下、
6 原則）としていた。 
（2）確立期の教育課程 
 昭和 30 年改訂と同 35 年改訂を通して、高
等学校の教育課程は確立されることになる
が、その 30 年改訂では、①自由選択制から
コース制へ、②単位制から学級・学年制へ、
③科目単位数の幅の拡大、④法的拘束力のあ
る学習指導要領（告示）となり、さらに、昭
和 35 年改訂では、①能力・適性・進路に応
じた多様な教育課程―複線型課程別教育、普
通科内の類型別教育、教科内のＡＢ分化、②
道徳教育―「倫理社会」、女子の家庭科必修、
芸術情操陶冶、③基礎学力と科学技術教育の
向上の方策―理数教育・職業専門教育・現代
語教育・外国語必修となった。 
 
２．研究の目的 
（1）教育課程の内在的な追究の課題 
昭和 30 年・35 年改訂を、高等学校における
共通教養の形成という視点から分析すると
どういう意味をもつのか、共通性と多様性に
注目して研究した。本研究が課題とする昭和
30 年 35 年改訂は、日本の高等学校教育課程
を確立した改訂と捉えることができるが、そ
れらは 6原則を大きく変更するものであった。
先行研究では、イデオロギー対立の時代を反
映して、主に教育課程の外的側面が鋭く指摘
されてきたが、本研究では、教育課程の内在
的な視点に立って教育課程審議会の審議経
過と研究開発校の成果から高校教育の実際
の課題を分析することを目的とした。 
（2）幼・小・中の教育課程 
高等学校教育課程における共通教養のあり
方は、単に高等学校だけの教育課程で完結で
きるものではなく、幼稚園・小学校・中学校
からどのような教育課程の接続が設定され
ているのか、その全体を視野に入れた上での
「完成教育」として高等学校を捉える必要が
あるので、これを解明することも目的とした。 
 
３．研究の方法 
（1）幼・小・中段階での教育課程の追究 
 高等学校教育課程における「完成教育」と
しての共通教養を考察するにあたって、そも
そも幼・小・中・高では、どのような共通の
普通教育あるいは就職・進学に向けた多様な
教育を前提とされていたのか、これを明らか
にしておく必要があると捉えた。つまり高等

学校教育課程への接続の原則の確認である。 
（2）教育課程審議会議事を通した追究 
 教育課程審議会は、幼・小・中・高全体を
視野に入れて高等学校の教育課程を構想し
ているので、その審議経過を分析した。特に、
中等教育分科会では、これまでの文部省の基
本方針をふまえ、あらたな産業社会に対応す
る高等学校のあり方、大学への効果的な接続
のあり方、そして「完成教育」としての共通
教養と専門教育のあり方についての基本方
針を確定にするに至る。しかし、審議経過は
順調ではなく、最終答申を出せないまま、審
議会委員の改選によってようやく決定され
るに至る。この経過を分析した。 
（3）実験学校での教育課程の追究 
 教育審議会の議事録分析によって、昭和 30
年・35 年改訂の審議経過を分析できたが、そ
れは学校現場の教育課程編成において、どれ
ほどの意味を有することなのか、政策など外
的条件に止まらないで教育課程の内的な条
件を追究することにした。実験学校を探した
が、文部省実験学校の指定は、小・中学校中
心で、高等学校については明確には確認でき
なかった。それでも地方教育委員会指定の小
松高等学校の資料を発見できたので、これに
よって追究した。 
 
４．研究成果 
（1）教育課程審議会の議事分析 
教育課程審議会では、昭和 27 年 12 月 19 日
の第 1回会議以来、中等教育課程分科審議会、
高等学校教育課程改善特別委員会を開くな
ど、新制高等学校の見直しに着手したが、上
述の 6 原則の「共通性」を重視する委員と、
現実に生起している「多様性」への対応を重
視する委員とが対立して決着せず、改選され
た第 2 次教育課程審議会の昭和 29 年 8 月 23
日以後の審議で、昭和 30 年改訂が進められ
ることになる。実際は、文部省で原案の骨子
がすでに練られており、31年度に実施される
ことになる。家庭科（技術科）、社会科ある
いは特設道徳をめぐる問題が鋭く対立して
いた時代であるが、すでに先行研究が指摘し
ているように、大学からの要請と産業界の労
働力要請をバックに新たな高等学校の教育
課程が構想された。ただし、これを旧制中等
教育への回帰・反動化として捉えるよりも、
新たな時代に対応しつつ、この後の高校の教
育課程の確立過程として捉えることが必要
である。 
（2）教育課程の内在的な意味 
 石川県実験学校の石川県立小松高等学校
は、戦後改革期の教育について、次のように
認識していた。 
Ａ．平等主義は、上級学校進学者（エリー

ト）と職業人養成（ノンエリート）とが分離
されてきた過去を反省して、教育課程の単一
化と共通必修科目（38 単位）を展開してきた
が、大きくは、①産業界からの能力不足批判
と、②大学入試圧力への対応とがあり、③単



一の教育課程では対応不可能という状況に
あったという。要するに、大学進学の普通教
育と産業界の求める職業教育とに調和しが
たい問題があり、これを全青年共通の教育課
程では対応できないので、多様に分化した教
育課程に変更せざるを得ないという認識で
あった。 
また、Ｂ．大教科制は、「正しい批判力・

理解力として活用されるための知識」を修得
することが目指されていたが、その意味で
「役に立つ知識」の教育は成功しているかと
いうと、むしろ、大教科全体に対する見識は
育たないで、教養の偏りが見られたという。
「正しい批判力・理解力として活用されるた
めの知識」が、どのようにして得られるのか
疑問が残ったというのが同校の調査結果で
ある。「大教科制」とは、例えば物理・化学・
生物・地学の 4科目をまとめて「理科」とし、
このうちの 1科目を 5単位を課して深く学べ
ば、「理科」全体への見識が形成されるとい
う構想で、特定の 1科目、例えば物理だけを
選択して他の科目は学習しなくてもよいと
いう履修方式である。換言すれば、4 科目を
2～3 単位ずつ万遍なく履修させる方式をと
ると、少ない時間ですべてを修得するために
勢い暗記暗唱の学習に陥り、「理科」認識が
深く形成されないという考え方であるが、こ
の履修方式の実態は、必ずしも成功していな
いで、「教養の偏り」が見られる結果となっ
たというのである。 
さらに、Ｃ. 自由選択制は、「生徒の特性、

将来の進路に応じて全く自由に選択できる」
という主体性を尊重するシステムであるが、
しかし、その前提として①本人が自分の個性
を自覚している必要があること。②本人の選
択能力ができていること。③事前に選択すべ
き選択内容を知っていること。そして④選択
が著しい偏りにならないことが必要で、その
前提条件ができていないために、高校生は選
択不全を来しているというのである。 

D. 単位制の管理的側面についても問題が
あり、①教科の組織編成が大変複雑になり、
教科・科目によって生徒数が不揃いとなり、
授業運営上の困難を生じていること、②学級
ごとの授業でないために、そのホームでの生
活指導が困難な状況にあること、つまり単位
制のために学級が一緒になる機会が少ない
ので生活指導が不徹底になること、③毎年、
どの教科を何人とるかが、その年度にならな
いと決定しないために、必要な教科の員数が
決定しないので、教師の定員が不安定となり、
さらに教師の受持ち授業時数の不揃いで、労
務分担上の支障を来すこと、④少人数しか受
講生のいない授業の場合には、選択を断念さ
せるなど、授業を開設できない場合があるこ
と、⑤転入学してくる生徒は教育課程の選択
科目が同一ではないので不便を来すこと、⑥
履修した科目の単位が不認定の場合、その取
扱が困難であること、これは要するに、単位
制と学年制との関係で、落第した科目の再履

習を保証するための時間設定と学年を進級
させるシステムとの調整が困難であるとい
うことである。⑦教科書の注文においても、
年度当初に受講する教科を登録し、その員数
に応じて教科書を購入させることになるの
で、その実務が困難であるという。要するに、
高校の単位制運用は課題山積で実用的でな
いという報告である。 
E. 男女共学制は、男女平等の原則は当然

であるが、他面、女子の特性に応じた考慮が
必要で、女子の果している日本の現状からみ
て、女子の「家庭科」必修は必要であるとい
う。ただし、元来、「家庭科」は女子だけの
為に設置されたものではないし、女子にだけ
負担をかけるということについては問題が
残るという。理想と現実にズレがあるという
のである。 
Ｆ．特別教育活動は、「時間外の生徒会活

動、体育・文化クラブ」などはきわめて活発
であるが、反面、時間割に入っているクラブ
活動は活発であるという。これを改善するた
めには、①適切な計画、②事前の準備、③生
徒のリーダー養成、④生徒の興味関心に基づ
いて活動内容を設定すること、そして⑤十分
な設備などの条件整備が必要であるという。
改善策としては、教育課程内では生活指導的
な時間を 1時間設定し、放課後には、自発的
活動を奨励するという方式で教育課程を編
成すべきであるという提案であった。 
●このような認識によって、昭和 30 年・35
年改訂以前に多くの高等学校では、普通科だ
けでも、進路別コース制を採用するに至って
いる。例えば、（1）文科系（2）理科系（3）
文理共通系、（4）商業又は家庭の進路別コー
スである。改訂の政策方針が出される以前に、
すでに多くの高等学校では、実態の要請に対
応すべく教育課程を変更していたのである。 
 このようにコース別に分化した教育課程
のあり方について、先行研究では、（1）生徒
の自主性を抑圧し、（2）男女別学の傾向を助
長し、（3）上級生・下級生の階級観念を助長
し、（4）かつての 1 種・2 種制の復活とそれ
にともなう生徒間の優越感・劣等感による反
目対立の風を助長し、（5）大学入試準備専門
のクラスを作ることによって入試競争を激
化し、（6）小規模定時制分校や職業高校をい
よいよ袋小路化し、（7）進学向きのコースに
向って志望者が殺到するため中学校から高
校への進学競争を激化するおそれがあり、
（8）職業高校と普通高校との完全分離をも
たらし、高校の複線化、さらに中学の複線化
への跳躍台となるなど、６・３制民主教育を
正しく育てるという点からみると懸念され
る点が多かったと、その政策における「反動
性」が批判していたが、その内実は、かなり
実態先行の改訂であった。 
（3）実際的な共通の最低要件＝共通教養 
それでは共通教養のあり方については、ど

のように捉えられていたのであろうか。とり
わけ高等学校は「完成教育」であると位置づ



けられていたので、その「完成教育」として
の教育課程はどのようにすべきなのか、教育
課程審議会では、激しい論争が見られた。 
高等学校長の小松は、「いったい普通課程

の高校で大部分が大学に進学するような学
校で全く準備をしないで人間形成の完成教
育をせよというつもりなのか、もしそうだと
すればあまりにも現実ばなれした空文では
ないだろうか。」「『人間形成の完成教育』と
抽象的にいっても、理想を追い、しかも行動
は現実的で、自我意識強く、思想的に不安定
で、虚栄を張りたい多彩な変調期の青年層に
対して、完成教育とはどんな内容と意義をも
っているのか、もっと具体的に示してもらわ
なければ理解しにくい」という主張を展開し
た。これに対して石三次郎教育課程審議会会
長は、「『大学側が旧 1点張りで試験科目を指
定し、高度の学力を要求し、試験勉強に追い
やる限りこの問題は永久に解決しない。むし
ろ大学側が高校の完成教育の意義をじゅう
ぶん理解し、その線に沿った出題をするとか、
試験問題に自由選択を認め、高校時代喜んで
履修した科目群を選んで受験できるように
するとか、強力な行政措置をこうずる必要が
あるであろう』と、あくまで完成教育の意義
の貫徹を追求する姿勢を堅持」した。要する
に、産業界の要請に応ずる職業課程と、大学
側の要請に応ずる進学課程とに分別した多
様な教育課程のあり方を否定したのである。 
しかし、戦後改革路線を維持しようとする

平等主義・共通教養重視の主張は、高等学校
長の小松の批判に応えるだけの具体的内容
と教育課程とを提示できなかった。教育課程
審議会では、それを具体化する新教科につい
て議論されたが、それは女子用の家庭科と男
子用の技術科とを分けて課す教科ではなく、
男女ともに必須の綜合技術の教科が構想さ
れていた。それはおそらくマルクス教育学の
「総合技術教育」から影響を受けた教科構想
であったと推測されるが、教育課程審議会で
具体的に提示されることはなかった。 
かくして教育課程審議会は改選の時期を

迎え、多くの委員を入れ替えることで、文部
省主導の改訂が進められることになった。そ
の結果、当時の高校の実態をふまえ、コース
別教育課程と女子への家庭科必修とが実施
されるにいたった。 
共通教養は、従来、「国民に共通の教養」

あるいは「青年に共通に必要とされる最低限
度の教養」（昭和 26 年学習指導要領）という
観点から国語 9単位、一般社会 5単位、保健
体育 9単位、社会科 1科目 5単位、数学 1科
目 5単位、そして理科 1科目 5単位の合計 38
単位が重視されてきたが、昭和 30 年改訂に
至って、「高等学校の教育課程は、進んだ程
度の一般教養をすべての生徒に共通に得さ
せるようにするとともに、課程の別により、
さまざまな変化と弾力性をもつようにして、
生徒の個性や進路に応じ、それぞれに分化し
た学習をさせるように配慮して編成され展

開されなければならない」と規定された。 
「すべての生徒に共通に得させる」「一般

教養」とは何か。それは「すべての生徒に履
修させる教科、科目」として、（ア）国語（甲）、
数学Ⅰ、体育及び保健、（イ）社会科のうち
社会を含めて 3 科目、（ウ）理科のうち 2 科
目とあり、要するに、国語・社会・数学・理
科・保健体育の 5 教科で、合計単位数は 39
～55 である。これを前提に普通課程では、芸
術科・家庭科・職業科（農業・工業・商業・
水産）から 6単位以上で、女子は家庭科 4単
位が望ましいとされ、職業科は「一般教養と
しての意味をもつ」教育が期待されたが曖昧
である。前述の綜合技術教育の議論が未解決
なので、とりあえず、家庭科と職業科にされ
たのである。また職業課程では、職業に関す
る教科・科目を 30 単位以上とされたので、
職業課程も共通教養は、上記の 5教科で、39
～55 単位である。 
昭和 35 年改訂になると、「一般教養」への

こだわりは消えて、単に、「すべての生徒に
修得させる教科・科目」という説明のない規
定だけで、（1）国語のうち「現代国語」およ
び「古典甲」または「古典乙Ⅰ」、（2）社会
のうち「倫理・社会」および「政治・経済」
を含めて 4科目、（3）数学のうち「数学Ⅰ」、
（4）理科のうち 2科目、（5）保健体育の「体
育」および「保健」、そして（6）外国語のう
ち 1 科目という 6 教科 12 科目で、合計 47～
54 単位である。概ね全教科から 2科目程度を
履修する仕方であるが、これ以外も含めて必
修教科・科目が多く類型（コース）別教育課
程を学校が選択するシステムとなった。教
科・科目自体が職業的な A科目と・アカデミ
ックなB科目に分けられたことも大きな特徴
である。職業課程も同様で、A 科目を中心に
普通科目が編成され、職業専門の科目 35 単
位が設定された。 
このようなコース別、A/B 科目別の教育が

進行する改訂において、実験学校としては、
共通教養のあり方を次のように捉えたので
あった。（1）一般教養は共通必修の科目の学
習だけで得られるものでもなければ、また普
通科目の学習だけから得られるものでもな
い。ある科目が一般教養に役立つ程度は、教
材の種類によるよりも、それをどのように編
成し、どのように教えるかによる。（2）一般
教養を尊重し、確保するということは、職業
に関する教科目の学習もふくめた全学年の
教育課程を通じて考慮すべきことである。
（3）各課程において生徒の進路、特性に応
じた望ましい教育を考えれば、そこに当然か
なりの共通部分が出てくる。（4）したがって
改訂共通必修は、具体的に多くの課程の教育
課程を実際に作ってみて、その上でいずれの
課程にもこれだけは最低要件として共通に
履修させてよいと思われるのが共通必修と
なる、という理解であった。 
共通教養という概念設定が困難な状況に

至って、「一般教養」という高次の概念を持



ち出すことで、多様なコース別教育課程によ
って共通必修が見出せなくなっても一般教
養は形成できるという苦渋の論理が説かれ
たのである。日本の青年が共通に持つべき教
養とはいかにあるべきか、その問はなくなり、
以後、多様化と選択的なカリキュラムが進行
することになるのである。 
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